
 

資料６ 

平成 27 年度税制改正大綱 

（平成 26 年 12 月 30 日 自由民主党・公明党） 

（平成 27 年 1 月 14 日 閣議決定） 
 

 

○ 社会医療法人の認定制度の見直しに伴う税制上の所要の措置 

医療法等の改正により社会医療法人制度における次の認定要件の見

直しが行われることを前提に、その見直し後の社会医療法人を引き続き

公益法人等（法人税法別表第二）とする。 

 

① 病院及び診療所が所在する全ての都道府県において救急医療等確

保事業に係る業務を行っていることとの要件について、医療法人の基

幹的な病院が所在する二次医療圏と隣接する市町村であってその病

院が所在する都道府県以外の都道府県に属するものにその医療法人

の診療所が所在し、かつ、その病院が所在する都道府県及びその診療

所が所在する都道府県の医療計画にこれらの都道府県境周辺地域に

おける医療提供・連携体制の確保のために必要な事項が記載されてい

る場合において、その医療法人がその病院において救急医療等確保事

業に係る業務を行っているときは、その要件を満たすものとする。 

 

② へき地診療所への医師派遣又はへき地への巡回診療を年間 53 日以

上実施することとの要件について、へき地医療拠点病院への医師派遣

及びそのへき地医療拠点病院からへき地診療所への医師派遣又はへ

き地への巡回診療をそれぞれ純増で年間 106 日以上実施すること等

を加えた上、その要件との選択とする。 

 

 

○ 医療法人の分割に関する制度見直しに伴う税制上の所要の措置 

医療法の改正により医療法人の分割制度が創設されることを前提に、

資本又は出資を有しない法人については、共同事業を行うための適格分

割の要件判定に際し、株式継続保有要件を除外して判定する。 


